
意見書提出
（２週間以内）

提案制度の流れ　～浜田市決定となる計画提案の場合～

事前調整（浜田市）【個別法等による調整】

提案者による都市計画の素案の提出

受付・提案要件の確認

補　正（３ケ月以内）

「計画提案」として成立

都市計画決定（変更）の必要性の方針決定

提案者に方針及び
理由の事前通知

浜田市の方針につい
て意見がある場合

決定（変更）が必要である
と方針決定した場合

決定（変更）が必要でな
い、又は提案を一部変更し
て決定（変更）が必要であ
ると方針決定した場合

都市計画案の作成

都市計画公聴会等の
開　催

都市計画案の縦覧

浜田市都市計画審議会に
付　議

（提案された素案も提出）

浜田市都市計画審議会の
意見聴取

決定・変更の告示

計画提案者へ通知

計画提案者へ判断通知

提案内容・結果・判断理由の公表

（フロー中の　　　　　は、提案者に関係する主な事項）

手続き中止
提案不成立

要件充足

要件不足

要件充足

要件不足

提出書類の確認

浜田市の判断決定浜田市の判断決定

計画提案者へ判断通知

決定（変更）しない
決定（変更）が必要


